
①一般病床が基準病床を大きく上回っているため、個別に見れば療養病床を約５，０００床整備することが可能であるにも①基準病床数を一般病床と療養病床に分けて管理する②「病床数の補正」の対象に救急医療や周産期医療等を追加基準病床数を一般病床と療養病床に分けて管理することで、療養病床の整備を進めることができる（見直し案①）②特例病床の整備に対する厚生労働大臣の協議の廃止（国に提案中）
【都の現状】
「病床数の補正」の対象に救急医療や周産期医療等を追加することで、既存病床数の枠が増えて整備が可能（見直し案②）見直し案①と合わせて「病床数の補正」の対象は、職域病院等やハンセン病療養所など特定の患者のみが利用する医療機関のほか、介護老人保健施設特例病床の整備に対する厚生労働大臣の協議の廃止することで、更なる整備が必要な病床の確保が可能（見直し案③）

・ 東京都がん対策推進計画（第二次改定）（H30.3）において、小児がんのネットワーク参画病院と成人の拠点病院等との連携体制の構築が求められている。

・ Ｈ30の国拠点病院の指針改定で以下の点が新たに追加された。

がん診療連携拠点病院：ＡＹＡ世代のがん患者の相談支援、長期ＦＵ中の患者対応のため、小児がん拠点病院との連携できる体制の整備

小児がん拠点病院：病院の役割として、小児がん患者の移行期医療、ＡＹＡ世代発祥のがん患者への対応のため、がん診療連携拠点病院等との連携を進めること

⇒ 東京都小児がん診療連携協議会（事務局：都立小児総合医療センター）を改組し、成人のがん診療連携拠点病院等に参画いただくことで対応。
※ただし、参画いただく医療機関については、別途調整する。

１．検討の経緯

２．東京都小児がん診療連携協議会 改組（案）

相 談 情 報 部 会（Ｈ２７～）
相談支援員を中心として構成
→相談支援体制の整備

・東京都小児がん診療病院、都医師会、患者代表等から選出された委員によって構成

・都内における小児がんの医療連携に係る取組に関する検討や進行管理等を実施

東京都小児がん診療連携協議会 （設置：平成25年9月）

看護ＷＧ（Ｈ29～）

長期フォローアップＷＧ（Ｈ28～）

緩和ケアＷＧ（Ｈ30～）

診 療 連 携 部 会（Ｈ２５～）
医師を中心として構成
→①普及啓発
②診療連携体制の推進
③長期フォローアップ実施体制の検討（ＷＧ設置）
④緩和ケア提供体制の検討（ＷＧ設置）

リーフレット作成ＷＧ（Ｈ27～）

・東京都小児がん診療病院、がん診療連携拠点病院、都医師会、患者代表等から選出された委員に
よって構成

・都内における小児・ＡＹＡ世代がんの医療連携に係る取組に関する検討や進行管理等を実施

東京都小児・AYA世代がん診療連携協議会

相 談 情 報 部 会（Ｈ２７～）
相談支援員を中心として構成
→相談支援体制の整備

看護ＷＧ（Ｈ29～）

長期フォローアップＷＧ（Ｈ28～）

緩和ケアＷＧ（Ｈ30～）

小 児 が ん 診 療 連 携 部 会（Ｈ２５～）
小児科医師を中心として構成
→①普及啓発
②診療連携体制の推進
③長期フォローアップ実施体制の検討（ＷＧ設置）
④緩和ケア提供体制の検討（ＷＧ設置）

A Y A 世 代 が ん 診 療 連 携 部 会（新規）
小児科医師・成人診療科医師を中心として構成

必要に応じて、専門ＷＧを設置

現況 改組後

普 及 啓 発 部 会

研 修 部 会

ＡＹＡ世代がん患者への対応のための東京都小児がん診療連携協議会の改組について

必要に応じて、専門ＷＧを設置
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